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○議長（村上　正広君）おはようございます。
　ただいまの出席は１１名であります。定足数に達していますので、平成２８年第２回日
南町議会定例会を再開いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　一般質問
○議長（村上　正広君）日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。タブレット、一
般質問答弁要旨ファイル５ページをお開きください。
　６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）冒頭に同僚議員も昨日言われましたが、去る１月２５日、
土砂災害におきまして亡くなられた方に対して御冥福と、被害に遭われた方につきまして
はお見舞い申し上げます。今現在も事故の原因とか、これから調査、そして対策等を打た
れようとしております。昨日も答弁ございました。一番大事なそこのチェック、検証機能
でございますから、そこでは、町長も言われますように、餅は餅屋、専門家の意見をよく
聞いて、そして新たな計画、いろんな耳を持って、私どもよく言ってた言葉ですけども、
１人の知恵よりも１０人の知恵という、烏合の衆じゃなくて、本当に建設的な意見で前向
きに進むということが大事じゃないかなと、きのうの答弁を聞いておりまして痛切に感じ
ましたんで、質問の前にちょっとお話をしておきました。
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　じゃあ、私の質問、４点について質問させていただきます。町長施政方針で２点、環境
対策につきまして２点、計４点の質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
　まず、町長の施政方針につきまして、町民の健康増進や生きがいづくり推進を目的とし
て、ナイター施設や体育施設の無料化を決断されました。施設利用者に大変喜ばれると思
います。そこで、今後ナイター照明の改修を平成３０年度に計画されているが、その改修
後も無料化を継続されるのかをお伺いいたします。
　２点目は、高齢者が活躍するまちづくりを目指し、老人クラブ活動補助金制度の簡素化
と拡充を図り、高齢者の活動や交流の機会をふやすとなっていますが、制度の簡素化と拡
充の具体的な内容をお伺いいたします。
　次に、環境対応につきまして、まず１点目は、鳥取大学と日南町との連携事業の一環
で、日野川源流域における水質・生態系調査が２０１４年７月から２０１５年９月の１５
カ月間、１５回にわたって行われました。その報告会が先日開催されました。その得られ
たデータをもとに、町として今後どのように対応、対策を講じようとされておるかをお伺
いいたします。
　２点目は、以前より役場の指定された場所で保管されていますＰＣＢは全て廃棄処分さ
れたのかをお伺いいたします。
　この４点につきまして、よろしくお願いいたします。
○議長（村上　正広君）執行部の答弁を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）大西保議員の御質問にお答えいたします。
　大西保議員におかれましては、御家族に不幸があったようでございまして、心よりお悔
やみを申し上げる次第であります。
　さて、ナイター照明の改修後も無料化を継続するかということにつきましては、丸山教
育長のほうから答弁させますので、よろしくお願いいたします。
　続きまして、老人クラブ活動補助金制度の簡素化と拡充の具体的な内容でありますけど
も、老人クラブの会員におかれましては、交流や健康づくり、地域活動など多方面で活躍
されておりまして、現在、２２の単位老人クラブに７６６人が加入されています。これは
多分日南町の中の一番大きな組織ではないかなというふうに私は認識をしております。そ
ういう中で、役員会等に出席をさせていただいた中で、非常にこの補助金制度の申請が難
しいというふうなことを特にお伺いいたしました。そういうことの中で今回見直しを行っ
ております。
　平成２８年度の予算では、２２の単位老人クラブに合計１６７万６，０００円を、町連
合会に３６万９，０００円を補助金として計上しております。単位老人クラブの町補助金
の算定方式は、事業費の半額、上限５万５，０００円、プラス１人当たり６００円という
ふうに上げさせていただきました。今までよりも会員１人当たりの単価を引き上げ、事業
費とのバランスを見て試算いたしました。ほぼどの単位クラブでも現状よりもふえるとい
うふうな試算をしておるところでございます。
　また、先ほど申しました２７年度に開催されました老人クラブとの意見交換会におい
て、補助金申請書類をもっと簡素化してほしいというふうなことが要望がありまして、検
討を重ねてきたところであります。そこで従来の対象費用の書き上げていただく補助金の
申請様式を用いなくても、各老人クラブでは総会ごとに総会資料や事業計画書を作成され
ておられますので、そのもの自体を添付していただくことで申請報告ができるように改め
させていただきたいと思っております。ただし、町は県の補助金を申請して財源の一部と
しているため、県補助金の対象外となる食糧費、入場料については別途欄を設けて計上い
ただくことにいたしました。町が県補助金を申請するために必要となりますので、総会の
資料の中にその部分だけは別途記載をしていただくようなお願いをしたいというふうに思
っております。
　今後とも老人クラブが健康で、そして会員相互の懇親と、そしてこれからは、非常に
今、老人クラブ自体の構成も高齢化しておったり、数が少なくなっておったり、単位クラ
ブが少なくなっておりますが、これを機会にぜひともまた全ての地域で老人クラブの活躍
が行われるように願うものであります。
　続きまして、水質生態系調査のデータをもとに町としての対応策でございますが、この
調査は鳥取大学の地域貢献支援事業、日野川源流における水質生態系調査として鳥取大学
のほうに依頼をし、昨年度から２年間にわたり実施していただいたものであります。そし
て、２年目となりました平成２７年度には、日野川水系における栄養塩類及び微量元素レ
ベルの環境モニタリングと、環境影響評価という観点からの分析を行っていただきまし
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た。
　具体的にこのサンプリングといいますか、水をとった場所は、日野川水系の１０地点で
ありまして、平成２６年７月から平成２７年９月までの計１５回で、サンプリングの水は
河川水、これは水田の水も含むわけでございますけども、それから堆積物、生物、これは
昆虫や魚類ということであります。これらをいろいろな形ではかりまして、主要２６元素
のトータル金属濃度と窒素同位体の分析を行っていただきました。各地点におきまして
は、硝酸窒素濃度等の結果と、いもち病の被害のあった水田水と被害のなかった水田水を
比較したりしておりますが、やはり被害のあった水田水では窒素が高いという結果は具体
的に出ております。このために、やはり窒素の過多がいもち病の原因の一つであると推測
することができるというふうに思っております。また、小原川の上流から日野川の合流及
びその下流部において、上流部ではほとんど検出限界以下であった一方で、事業所の近く
では非常に高い数値を示しておったということがあります。なお、高いといいましても、
畜産、農業に係る窒素の暫定排出の基準値は７００ミリグラムパーリットルでありますの
で、今回の検出された濃度は基準値を大きく下回ったものであるということは実際確認は
されております。
　また、さきの連携事業報告会では、化学物質によって河川水が汚染されているのではな
いかということで、微量元素の測定も実施していただきました。これらにつきましても、
まだまだその原因等は特定はできておりませんが、引き続き調査を行っていただきたいい
うふうに思っております。ただ、住民の方に御心配をおかけするといけないと思いますの
で、あえて申し上げますと、いわゆる取水部の部分では非常に高い濃度であるけれども、
下流部におきましては人体に与える影響というものはないというふうに報告を受けており
ます。
　このたびの報告を聞き、環境汚染とその影響拡大防止のためには、このような環境モニ
タリングシステムの構築が必要であるというふうに実感をいたしましたので、引き続きこ
のモニタリング調査を実施し、環境の恵みの有限性を自覚し、良好な環境の保全及び創造
を図っていきたいというふうに思っておるところでございます。鳥取大学のほうにも、ま
たこの部分だけではなくて、いわゆるもっと上流部も含めた、魚類も非常に少なくなって
おるという実態が実際見られますので、その辺の原因も含めた調査も行っていただくよう
にお願いをしたいというふうに思っております。
　また、２番目のＰＣＢの廃棄処分につきましては、結論から申し上げまして、役場で保
管しておりましたＰＣＢは全て廃棄といいますか、処分をいたしております。ということ
で、具体的には２３年の１０月に中石見の山中で発見されたもの、それから、そういうふ
うなものがありましたので、所有者が不特定であるということで、町が当該廃棄物の保管
と処分を行っておりました。また、２５年２月に中石見で発生されたＰＣＢのうち、既に
処分を終えた高濃度の含有物以外の低濃度のＰＣＢについては、昨年１２月に分析を終
え、ことし２月、たしか先週だったというふうに思いますけども、最終的には搬出業者に
お願いをし、北九州のほうで処分をするということで、環境省が認定した無害化処理施設
において全て焼却処分ができるという予定になっております。
　なお、冒頭のナイター照明等の改修後の無料化につきましては、教育長のほうから説明
をさせますので、よろしくお願いいたします。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）大西保議員の御質問にお答えいたします。
　町長からもありましたけども、大西議員様の御家族の御不幸に対しまして、お悔やみ申
し上げます。
　ナイター照明の改修後、無料化を継続するかどうかについてでありますけども、町内の
体育施設、特に社会体育館、総合グラウンド及びナイターの照明施設につきましては、建
設、設置から相当の年数を経過しております。社会体育館では４７年、ナイター設備では
３１年を経過しておるところであります。安全性、利便性の上からも、今後、計画的に改
築、改修を進めるように検討をしているとこであります。町民の皆様には、日ごろから積
極的に利用、活用していただいている施設ですので、新しい施設の完成までの間、さらに
健康増進、生きがいづくりの推進、スポーツ振興のために利用促進を図っていただけるよ
うに、このたび無料化、１０分の１０減免を行うこととしたところであります。施設の改
修後には日南町の社会体育、スポーツ振興、健康福祉などのあり方を町民の皆様方ととも
に考えながら、使いやすい、使いたい、使ってよかったと思えるような施設の管理、運営
はどうしていくのか。安全、安心、快適な使用のための経常的な維持管理はどうしていく
のかなどについて、利用者の利用の仕方、利用料を含めて、改めて検討協議する必要があ
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ると考えておりますので、よろしくお願いいたします。
　以上、大西保議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。よろしくお願いしま
す。
○議長（村上　正広君）再質問がありますか。
　６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）ありがとうございました。ナイター照明とか体育施設の無
料化ということで、町長が方針を発表された後、いろんな反響は私のほうに聞いておりま
す。ああ、いいなということで。実は私、個人的には、ナイター照明できたときからナイ
ターリーグに入っておりまして、現在もチームでやっております。もうことしで引退しよ
うかなと思っておるんですけども、やはりこちらへ来て３４年になるんですが、ナイター
照明見るとわくわくするわけですね。やはり夜間、私も米子で仕事して帰ってきて、極端
なこと言いますと、ナイターのために、きょうは早く帰れるなということで楽しんでおり
ました。当初は１部から３部まであって、本当に１部、２部、３部、３部の経験もござい
ます、１部の経験もございます。現在は１、２部で、６チーム、６チーム、１２チームに
なっておりますけども、結構若い方も入っておられます。ああ、どこのお子さんかなとか
思うぐらいで、大変いいなと思っております。それから、野球だけじゃなしに、バレー
も、もう決まった、水曜日の夜ですね、社体を使って汗を流しておられます。
　こういったもので、たまたま昨年、北の原の工事があったもので、ナイター照明のライ
トが消えておりました。これはもう配線上やむを得ないということであったんで、そのと
きに野球をしてた方が１基消えてるから何とか安うならんかなというような話があったも
ので、じゃあ、９月の決算審査でちょっと聞いてみようかなということで、教育委員会か
ら資料をいただきました。本当に電気代としては１９０万円、ナイターのコイン代が３０
万円ということですけど、やはり３０万円を無料にするという、３０万円が大きな効果を
また今後生むんじゃないかなと。自治会でも夜のナイター使ってソフトボール大会やって
る自治会もございますし、夏の暑いときに昼間の炎天下でグラウンドゴルフというより
も、ちょっと涼しくなったころにグラウンドゴルフとか健康増進にいけるんじゃないかな
と思います。
　ただ、活用計画の中で３０年度に大きな金額があると思います。確かに利用者の負担も
大事だと思います。今回はＬＥＤということで、単純な試算ですけども、水銀柱とＬＥＤ
を計算すると約４分の１、実際の照明の能力とか電気代見ればもっともっとあると思うん
ですけども、ある試算を見ますと４分の１ぐらいの電気代になるんじゃないかなと。電気
代というよりも、それ以上の価値が十分あると思います。それで、そのときにまた見直す
ということですけども、せっかく無料化していただいておるんですけども、私があえて言
うのは、やはり少しでも負担したいという気持ちはあると思います。私も昨年９月行った
ときは、野球で９，３００円、両チームで折半して４，６００円、５，０００円ぐらい払
っておるんで、それが例えば１，０００円でも２，０００円でも安くなったらいいなと思
ったら、今回はゼロとなりましたんで、野球関係者っていうんですか、利用者は大変喜ん
でおる声を聞きました。私の話では、ゼロでなくてもいいので、９，３００円がＬＥＤの
電気代の４分の１ぐらいという検討もしていただけるんじゃないかという、ちょっとお話
をしたいと思うんですけど、御答弁をよろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）いろいろな御意見ありがとうございました。そういう話を、そ
れこそ１年間というか、その改修までに話をして、いろいろな情報を仕入れて、それから
決定をしたいと考えております。貴重な意見ありがとうございました。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）じゃあ、次に、老人クラブの件でございます。先ほど町長
が、２７年度の会員の数７６６名、正確だと思います。私のつかんでるのは７９９で、多
少のギャップありますけど。ただ、２６年度が８２９名、それから、２７年度ちょっと減
ってると。私もちょっと関係上、老人クラブのお手伝いをすることになりまして、実際に
会計帳簿を見させていただきました。その方は、１０年間会計をずっとされまして、きっ
ちりと１０年間ファイルされておりました。それをちょっと読ませていただきまして、そ
のとおりですね、１０年前の老人クラブの会員数とクラブ数と、そのときに補助金のあり
方ということで一覧表が出まして、そのときは補助金が１００％人数割する案と
７０％、５０％、３０％、いろんなシミュレーションをされた経過の資料が出てきまし
て、ああ、こういうことを１０年前からされとるなと。その後、会計の中身を見ていきま
すと、本当に大変苦労されてるなということが実感でした。私だけが思うとるのかなと思
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いますと、ほかの老人クラブさんも同じことだったということで、今年度、２７年度の会
長さんやらがいろんな意見が吸い上がって、実際には１１月ですか、町長と、こんな問題
提起ありますよということで問題を提起して、１１月末ぐらいまでということで案を出し
ていただきまして、本当に１０年間、今まで苦労されてたこの会計制度、少しでも前進し
たなと思います。
　私はここで具体的な金額も聞きました。今までは上限は活動費の１２万の半分の６万円
が上限で、活動した費用の、１０万であれば５万、プラス一人頭３００円の会員数という
のが補助の対象でございました。今の案でいきますと、５万５，０００円が活動費の、そ
れとプラス一人頭６００円なったということ。そして、このクラブに対する補助金額が約
３０％アップしたということ、大変これはうれしいことであり、このお金を活用していか
ないけないなと思っております。
　特にこの町長方針を発表されて、いろんな老人クラブにもこの情報が流れますと、昨年
やめた、休止というクラブも結構ございます。この前向きな提案に対して、もう一遍復活
しようかという声が上がってこないかないうことで大変期待しております。それから、ま
た現老人クラブ会長さんも、もう能動的に自分からどんどんどんどん積極的に活動されて
おります。そういった中で、簡素化はわかりましたけど、拡充を、本当は町がこんだけお
膳立てするよというのは、僕、そうじゃないと思うんですけど、本当は。やはりこういう
ことやります、こういうことをじゃあ一緒にやりましょうということなんですけども、も
し今まで町主体でやっておって、この拡充の中の、具体的に何か新たなものが、もし１点
でも２点でもあるんならばちょっと教えていただきたいんですが、どうでしょうか。拡充
の中の１点か２点でも結構です。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）今年度改正した点につきましてですが、先ほど申し上げ
ましたように、提出していただく様式を書き上げていただくものよりも、ああいうもので
はなくて、総会資料等をつけていただくことで変えることとなりました。また、事業費の
中で、県の補助金の中では入場料等は認められておりませんが、視察研修ですとか学習的
意味を持って活動していただくものについては、町としてはそれは御活用いただいていい
のではないかということで改めました。以上です。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）若干補足いたしますと、総会の中でも、役員会の中でも話が出ま
したように、例えば一つ、保養的な演芸会を見に行くというふうなことも計画したらたく
さん集まってくれると。だけども、そういうときに、例えばバス代とか昼食代は、もうだ
めだということで、初めから、言葉として大変失礼ですけども、のけて書くとか、ちょっ
と違う名前にして、心苦しいけども何とかしているというふうな御苦労も、正直なとこ
ろ、本当にそれは変な話ではなくて、実際好意だと思います。なかなか人を集めるのって
難しいわけでありまして、それをそういうふうにしないとなかなか集まらないよというの
があるし、また、あんまり研修、研修で、じゃあ、例えば終活を考えるみたいな話ばっか
りしとると、だんだんだんだん天国が近くなるんじゃないかみたいな話になるわけでし
て、そういうものも当然含めながら、活動を全体的にしていくということがやっぱり大事
だと思うんです。そのために今回、いわゆる本当の食事代とか、そういうものはだめだけ
ども、例えばもう研修に行かれたっていいじゃないかと。それはもう例えば個人的な部分
の、上げた部分のところでお支払いをすればいいわけですので。ですから、そういうふう
なこともしっかりやっていただいて、本当に和気あいあいとして、健康的に、そしてでき
る限り多くの方々が参加されて、若い方も、もう７０になったから老人クラブとかじゃな
くて、６０になってもいいわけですので、その時期からも老人クラブというものに入っ
て、やはり地域活動の中で支え合うということをぜひともやっていただきたいということ
で、そういう趣旨で、また総会等の機会があれば説明をしたいというふうに思っておりま
す。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）本当に前向きな答弁をいただき、ありがとうございまし
た。また今年度いうか、２７年度の実績で一応出してみて、そして、問題点あれば前向き
に変えていくという形で、またよろしくお願いします。
　その中で、実際の町の事業ではございませんけども、今、高齢者の方を中心にいきいき
百歳体操が大変盛り上がっておるように思います。特段、地域を言ってはいけませんけ
ど、多里であるとか、福栄であるとか、また日野上筋、山上のほうとか、結構集まって体
操されてます。本当に健康増進というんですか、姿を見ますと、本当におもりをつけて、
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ビデオ見ながら集まって、終わった後で皆さんで、以前のまめな会のような形ですけど
も、まめな会が今後どうなるのか教えていただきたいんですが。質問のあれとちょっと外
れますけども、よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）今お話しいただきまたように、介護予防の集まりをより
頻回に集まっていただくようなものを進めてまいりたいとは思っております。一方で、ま
めな会は来年度につきましては、今までのように御希望のところには開催することとして
おります。またあわせて、より頻回に集まっていただくようなこともお勧めしながら、並
行して取り組んでいこうと思っております。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）そういった活動、世話される方、福祉保健課の人数も少な
い中で、今回１名、保健師さんが、初日、４月からですか、増員されたようですので、い
ろんなとこでフォローされてると思うんです。私自身もいろんな話を聞きながら、各クラ
ブの模範となるように、逆にいいことを伝えていきたいなと。逆に言いますと、いきいき
百歳体操、本当にどんどんどんどん広がってるような感じがしております。逆に老人クラ
ブというのもありますけども、このいきいき体操もまた一つのくくり、まめな会もありま
すよと、いろんなものがあるので、合ったものに一人でも多くの方が参加されるように、
また今後ともよろしくお願いします。
　続きまして、３点目の河川のというか、被害の件ですけども、鳥取大学の本当に専門的
な分析が結果出ました。確かに私自身は昨年６月の一般質問でいたしまして、鳥取大学の
結果が出るよということを聞きまして、本当に期待しておりました。数字的に見ますと、
いろいろ中には問題もあると思いますけども、一番の目的は２つございまして、農業被害
される方が安心して稲作ができるような形と、もう一つは小原川が、もう魚いないよとい
うところ、この２点でございまして、この中で特に、昨年度が私が聞いとるのは、稲作
は、品種は変えたけども、ちゃんとできたよということ言われてます。それに対して、そ
の方は、ことしも稲作これから始まるわけですけども、町として安全宣言的なものをして
もらえないか、そしたら安心してまたできないと、また同じような窒素の被害が出るかも
わからんと不安があるということでございますので、その辺についてどうお考えでしょう
か、お伺いします。安全宣言というんですかね、それを要望されておりますので、どうで
しょうか。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）いろいろの被害の経過がありまして、昨年の場合はおっしゃら
れるように、ほとんど、品種を変えたということだとか、肥料の件を調整されたとかいう
ようなこともあったりして、最終的には天候も含めて、そんなに被害が従前よりもなかっ
たという実績があっております。当然、御承知のとおりの経過の中で、農業を営まれる方
につきましては、そういう御意見をいただいております。ですから、今後に向かって、そ
の辺を事業者とも含めて、どこまでのラインの安全宣言ということを持っていくのかとい
うことを協議していきたいというふうに思っておりますし、基本的にはおっしゃられるよ
うに、農業を営まれる皆さんの安心につなげていきたいというふうに思っておりますの
で、引き続き御指導いただければというふうに思っております。以上です。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）あと、町のほうといたしましては、水質検査を毎月行うよう
にしております。それから、事業所のほうには、農繁期であります４月から９月まで毎月
という形で調査をして、いわゆる農業期間につきましては２回の水質調査を行うことにし
ております。したがいまして、まだ今の段階で安全宣言ということはなかなか難しいと思
います。したがいまして、引き続きそのあたりの水質検査を行いながら、いわゆる現場の
水質については注視してまいりたいというふうに考えております。またあと、鳥取大学の
ほうには引き続いて、いわゆる３年目になりますけれども、調査研究を続けていただきま
して、生態系への調査を入れていただいて、そのあたりの影響についても、また結果を確
認していきたいというふうに考えております。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）では、農業被害につきましては、継続的に町として測定し
ながら見ていくということ。
　それで、もう一つ大きく、小原川自身の魚が泳いでないということ、これも事実でござ
います。調査とか分析はもういいんですけども、一度ターゲットを決めて、５年には魚が
泳げるような川にするよとか、３年にはここまで持っていこうとか、例えば並行に何か進
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められないか。いろんな専門家があると思います。汚れた河川は、昔でいうと、東京の多
摩川汚れてたけど、魚、遡上してきたよとかあります。大阪でも汚い川がきれいになった
例もございます。こちらのほうでは、極端なこと言いますと、窒素分が大変過多な川にな
っておりますので、例えばそれで中和するとか、もう植えるとか、何か手を並行的にやら
ない限り、調査調査、モニタリングばっかりやっておって、いつまでたってもよくならな
いと思うんです。中ではやれば失敗するかもわかりません。やっぱり１０個ぐらいやっ
て、やっと１つが当たるかどうかもありますけども、何かそうでないと、日野川の漁業組
合の方も注目されておりますので、せっかく日南町、オオサンショウウオが泳いでいるよ
とか、蛍がいるよという川の中で、小原川の実態があるので、そういった何年か先までに
は、こういう目標で並行に、先ほど言いました、一番最初に言いました、餅は餅屋で河川
をきれいにするいろんな専門的な科学的なこととか、そういうことを考えていただけない
かどうかを質問したいと思います。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）先ほど、これまでの鳥大の研究というのは重金属とか、そういう
ふうな有機物といいますか、化学物質の調査でありました。ですから、当然、いわゆる生
態系的な、生物学的な調査というのは実際には余りやられてないということがあります。
例えばアシというものを植えてよくなったケースもあるわけですし、それから実際、魚が
すむには当然餌ということになると、昆虫とかカワゲラとか、そういうふうなものがいる
のかいないのか、そういうふうなものというふうなものを例えば放したときに環境にどの
ような影響があるのかというふうなものも含めて、そういう別な形でのやっぱり調査とい
うのは本当は、より深化、深く化けるという深化した調査をしていく必要があるというふ
うに思っておりますので、また鳥取大学等の研究とも含めて検討していきたいというふう
に思っております。
　また、当然、鳥取県には鳥取環境大学という、そのような、主にどちらかというと環境
学的な分野の大学もありますので、そちらのほうにも問いかけて、そういう専門家の先生
等がおられたら、そういう一つの実習の場として、さっき言われたようなさまざまな取り
組みを試してみるということも一つの方法だというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）ありがとうございました。いろんな手を打っていただい
て、一つ失敗したらどうじゃなしに、前向きに、失敗というのは幾らでも大事だと思いま
すし、これがまたうまくいけば、いろんな事例が発信できないかなと、本当に環境の町、
日南というのがうたい文句になってこないかなと思いました。
　河川の意見交換会は、２７年度は何回開かれましたか。２７年度は。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）環境審議会のほう２回、それから環境立町推進協議会のほう
も２回開催させていただいております、その回数。
○議員（６番　大西　　保君）意見交換会は。
○住民課長（久城　隆敏君）意見交換、済みません、失礼いたしました。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）意見交換会は１回の開催でございます。それから、あと要望
といたしまして、年度内にあと１回ということがございまして、それに関しましては報告
させていただくときに、あえて報告させていただく事項が少ないということで、いわゆる
延期についての。済みません、２回開催しております。申しわけありませんでした。その
３回目につきましては延期をさせていただいております。そのときにはそれぞれの委員さ
んに延期の理由を書いて、通知をさせていただきました。ただ今回、この鳥取大学の調査
の結果が出ましたので、いわゆるこの結果報告を兼ねて、こういった会がありますという
通知は会員の皆さん全員にはさせていただきましたけれども、多くの方に聴講していただ
きました。ただ、御欠席の方もございましたので、やはりこの結果報告を踏まえた意見交
換会の開催を近々にさせていただきたいというふうに考えております。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）その報告会の会場には本当にたくさんの方が来ておられま
して、町長も１０年過ぎて、この後のこの会はどれぐらいの方が来られるか思うと、本当
に多くの方が参加されております。その中見ますと、やっぱり漁業関係者も結構おられた
ような気がします。それから、今言うてる意見交換会も、以前は私も２５年からスタート
して、本当に３カ月に一遍、２カ月に一遍ぐらいの頻度でやっておりましたけれども、私
も議員という立場になったら、そこにはもう出れなくなったんですけれども、回数、頻度
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を多くするんじゃないんですけども、やはりお聞きするヒアリング、状況というのが大事
なんかなと。大変忙しいとは思います。住民課も今いろんなことがあって大変ですけど
も、やはり一番最初に冒頭に言いましたように、農業の方は安全宣言というか、それに近
い言葉が欲しいと。やっぱり皆さんが注目しながら、１人の力では何もならないと、また
こうなってしまうというのが精神的なものになると思うんです。ですから、できる限り、
たしか前のときも、次回は何月にしますよというようなことを言われて会を閉じられたよ
うな記憶いたします。ずるずるになってしまったり、結果的に半年過ぎたなとか、誰も忘
れ去られてしまう場合があると思います。今、鳥取大学から出たデータを、一般の方に説
明はその程度で終わりますけども、専門的にいろんな角度で見たときの分析内容等につき
ましては、やはり早急に会を持たれてしてもらえるかどうか、ちょっと御答弁をお願いい
たします。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）基本的にはおっしゃられたとおりだというふうに思っておりま
すし、今回１月に予定をしておりましたけれども、内容については課長が申し上げたとお
りでありますので、引き続き早急な意見交換の会を開催したいというふうに思っておりま
す。以上です。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）では、よろしくお願いいたします。
　じゃあ、次は最後の４点目のＰＣＢのことです。予算のほうでも上がっておりました、
２７年度の予算ですね。結果的には２月末でまた処分されるんですね、今、町に保管され
ているものが。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）ちょっと若干私が言った中で訂正を１点させていただきますと、
以前に高濃度のものを処分しております。これは北九州で処分しておりますけども、先週
処分したというのは低濃度のものでありまして、これが役場の車庫等に保管してあったも
のであります。これは三光のほうに処分をさせて、先週搬出をして、全て役場にあるもの
は処分をしたという形をとっております。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）ちょっと私自身が調査した内容と違うから整理したいんで
すけども、大倉山の鉱山は３年ほど前にまずは終わっておるんですね、大倉山の鉱山の
ＰＣＢの処理については。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）おっしゃるとおり、そのときに高濃度のものを町長が申し上
げましたように北九州に運んで処分しております。低濃度のものにつきましては、いわゆ
る順番がありまして、そのときに高濃度のものだけを北九州で処分しておりますから、低
濃度のものにつきましては役場でこの３月まで保管させていただいて、それから土も含み
ます。そのときに作業に使った手袋、軍手、そういったようなものも含みます。そういっ
たもの一切を、いわゆるこのエリアで低濃度のＰＣＢが処分できますのは三光だけであり
ます。三光に焼却処分を委託したのが先週ということでございます。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）大倉山鉱山のＰＣＢと、もう１点、若松鉱山のＰＣＢがあ
ると聞いておるんですけども、若松鉱山につきましては、低濃度と高濃度があるんです
か。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）若松鉱山でも低濃度と高濃度のものがございます。ただ、若
松鉱山から運び出したものは、いわゆる高濃度のものだけでございます。これにつきまし
ては、即日ということではないですけれども、予算をつけていただきまして処分をしてお
ります。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）若松鉱山の高濃度はいつ処分されたんですか。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）２年前、済みません、ちょっと確認させていただきます。あ
と１基高濃度のものが残ってます。これが、いわゆる搬出が非常に困難な場所にあるもの
でして、これらにつきましても県とも協議しながら、県の指導を仰ぎながら、あと１基の
処分にも着手するふうに考えておりますけども、そのときに運び出して処分したものが、
済みません、ちょっと年度につきましてはまた確認させていただきたいと思います。
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○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）高濃度は平成２７年度処分で、２９０万２，８００円で北
九州ですね、これは新しいと。あと若松鉱山さんのほうで低濃度の、例えばトランスとか
コンデンサーとか、これは町が全てそれを管理せえじゃなくて、これは県に届け出、本当
は事業所が届けるんだね。本当に町がかわって今、言い方悪いですけど、町の責任ではな
いのに町がしていただいてるということを前提にお話ししてます。町がどうのこうじゃあ
りません。私は法律に基づくと、事業所が処分し、保管しなさいというのは国の法律で、
その処理の仕方がわかってから搬出して処理しなさいと。ただ、若松鉱山さんは今現在稼
働されていませんので、そういうことで町がかわって費用も出されてされたと認識してお
ります。大倉山鉱山につきましては、もう完全に会社もないいうことで、全て町のほう
で、県と立ち合ってされてるということだと思います。
　そこで、私、今、大変危惧していることがございます。日本のクロム鉱山で明治の３８
年からずっと稼働してきた、この若松鉱山、日本クローム工業。１９００年代まで、ずっ
と１００年近く、本当に多里の町が潤ったときだと思います。大変貢献した企業だと思う
んですが、私が言いたいのは、今現在、写真しか見ておりません。私、つい最近、水力発
電所までは車で行ったんですけども、ひょっとして、１人で行ったもんで、雪がこうなっ
て行けないと思って、そこでＵターンしたんですけども、あとはインターネットでとか資
料がありましたんで、若松鉱山の写真を結構、もう５０枚近く写真で、インターネットで
見れましたんで、ずっと見させてもらいました。
　そこで感じたわけですけれども、過去に鳥取県でＰＣＢにおける事故が何点かありまし
た。身近でいくと日野町でありました。それも川の近くでと。えっ、何で川の近く、逆に
言えばＰＣＢはこれほど言われてる、なぜ、結果は、調査しましたと、県は調査したと。
で、検出されましたかいうたら、されないんです、なぜか。その液自身は無色透明で、水
あめのようなもんなんです。だから、検出なんていうたら、それは全部プールの中入れて
やったら何とかなるかもわかりませんけど、ほとんど検出されません。これは日野町で発
生しております。それが川の近く。
　それ以外に、鳥取港で廃トランスから、鳥取港で平成２４年に事故ありました。それか
ら青谷町で１０年前、運搬中に事故で出とると。もっと大きな問題が出たのが、この今、
若松鉱山さんの、例を出して申しわけないんですけども、佐治川でトランスから出た事故
があるということで、これは採石場です。トランス等が川に落下したと。その原因は崩落
です。それで崩落して、コンデンサー等除去費用とか何かいろいろと４，０００万ぐらい
かかったそうです。その４，０００万を会社に請求したと。結果は知りません。ただ、イ
ンターネット上にはそうなっておりましたんで、私もそれたしかあったなという記憶して
おりまして。ここで私が危惧したのは、町の責任ではございません。あくまで町の責任で
はないですが、若松鉱山さんで、例えば発電施設、いろんなところにトランスとか坑道の
中とありますが。そのリストを町として見られたことがありますかどうか、ちょっと質問
したいと思います。
○議長（村上　正広君）久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）リストのほうにつきましては、町のほうが作成して、県のほ
うにも提出しております。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）それと、これも質問ではないわけですけども、若干町民の方に御
不安を与えるといけないというふうに思っておりますけども、先ほど久城課長が言った、
いわゆる大きなトランス、高濃度のトランスといいますか、これは実際には山の上のほう
にありまして、ヘリコプター等を使わないと無理だということで、なかなか搬出ができな
いというとこであります。したがいまして、そのエリアというのはいわゆる硬盤が下に走
っとりますので、場合によっては上を歩くと落盤をするかもしれないという危険な部位で
ありますので、多分そういうふうなことになろうというふうに思うと、数千万円というふ
うなことがかかるというふうに思っておりますので、それについては県と協議をしながら
考えておりますけど、なかなか多分、そこについては今のところ日野川の上流に落ちると
かいうふうなことがない、もしくは液漏れというふうなことがあれば別ですけども、そう
いうふうなことが今のとこは想定されてないというふうに聞いておりますので、それが例
えば日野川に流れるということは今のところ想定はされてないというふうに確認はしてお
ります。それと、低濃度のものについては、確かに相当数がまだ残っておるというふうに
思っております。ただ、これにつきましても、いわゆる電信柱の上の部分でありますの
で、ある程度のところは川側のところ、若松川の側のところについては撤去しております
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ので、故意によじ登って何かされると困るわけですけども、そういうことがない限りは人
体には影響がないのではないかなというふうには思っております。ただ、今回の企画課の
ほうの予算でも上げておりますけども、やはり産業遺産として一応認定をしていただいて
おります。確かに町のものではございませんし、町で、じゃあほっといてというのもでき
るわけですけども、ただ、一つの、この間のたたらの文化の含めて、日本の近代的な製鉄
業には大きな役割を果たした若松鉱山、広瀬鉱山でありますので、何らかの学術的な価値
というのがあるのかないのかというふうなことを考えながら、やっぱり保存すべきものは
保存する、そして学術的な価値がないものであれば、やはりある程度、危険を除去した上
で閉鎖するというふうなことが、所有者の方とも御相談をしながら。実際、所有者は３名
の方だったというふうに思っておりますけども、その方々と相談をしながら決めていくと
いうことが必要かなというふうに思っております。施設的にもそういうふうな時期だろう
というふうに思っております。
○議長（村上　正広君）６番、大西保議員。
○議員（６番　大西　　保君）ありがとうございました。私も西部総合事務所の生活環境
局へ２度ほどちょっと行かせていただいて、今、久城課長が答弁された内容のきれいな資
料がございました。これは町がつくっておられたということ聞きまして、きちっと処理上
はされておりました。県のほうも情報公開はそこまでは、私もちゃんと名前を言いまし
て、調べたら、オープンでいただきました。今、町長言いました、産業遺産の検討もして
おられると、それで町にとっても前向きな方向で検討されてるということも県のほうから
も聞きましたんで、せっかく産業遺産にしようというとこですので、本当に危険なとこだ
け、全てトランスの処理はできませんけども、本当に先ほど言いました川に、近くないと
ころにだけは、ここだけしようとか、移動するとか、もしくはドラム缶に入れてしまうと
か、何かの方法で、それも費用かかることですけども、産業遺産になれば国からのお金も
おりるかわかりませんし、そういった意味で。私が言いたいのは、やはり過去１００年間
にわたって日南町、多里地域が発展してきた企業でございますんで、それをきれいに残し
ていくのが大変いいんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。
　私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
○議長（村上　正広君）関連質問がありますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）以上で大西保議員の一般質問を終わります。
　ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は１０時１０分といたします。
　　　　　　　　　　　　　午前　９時５４分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時１０分再開
○議長（村上　正広君）休憩前に引き続き会議を再開いたします。
　先ほどの大西議員の答弁漏れがありましたので、久城住民課長からこれを許します。
　久城住民課長。
○住民課長（久城　隆敏君）先ほどの大西議員の御質問にお答えいたします。
　若松鉱山のほうで発見されました高濃度ＰＣＢ含有機器、これの処分スケジュールでご
ざいますけれども、搬出が２６年の８月、それから２６年９月に運搬を完了して、最終処
分が平成２６年１１月９日に北九州のほうで処分させていただいております。
　　　　───────────────────────────────
○議長（村上　正広君）引き続き一般質問を行います。タブレット１１ページ、９番。
　荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）失礼します。もうすぐ東日本大震災から５年を迎えてまい
りました。災害は他人事でありません。穏やかな日南町であると思っておりましたが、本
町におきましても３人の方が死傷されるという土石流の災害がありました。また、続い
て、除雪中に死亡という事故もありまして、その後続いて、重油の流出、それから住宅の
火災と発生しております。災害が続いております。私は今回の事故の中で、少し気が抜け
ておったんではないかというような気もしております。火災とか、それから除雪中の作業
というのは、ふだんからある程度気をつけていれば防げるような気もいたします。亡くな
られた方には心から御冥福をお祈りしたいと思います。
　私は一般質問に入らせていただきますが、中心地域整備について質問させていただきま
す。今、大田原地区を３つのゾーンに分けて整備を進めておりますけども、その中で福祉
ゾーン、それから商業ゾーンと、昨年、コメリ、それからコンビニとオープンいたしまし
て、ことし４月には中心になる道の駅がオープンすることになります。これによって、と
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りあえず商業ゾーンは一区切りついたというふうに思っております。
　続いて、次は住宅ゾーン、これを整備していかなければならないと思いますが、計画の
中にサービスつき高齢者住宅と、それから子育て世帯の賃貸住宅というのがございます。
この２つの物件について、一体いつから工事にかかれるのか、それから実際には運営の形
態について、誰が立てて、それから誰が運営をしていくということを、例えば民間の業者
に委託するのか、町営にするのかというようなことでございます。
　続いて伺いたいのは、生山地区の分譲住宅について伺います。もとＪＡの倉庫の跡地
と、それから旧法務局の跡地を分譲するわけでございますが、地方創生ということで各自
治体も住宅分譲と、それから移住、定住とさまざまな事業を展開しております。日南町に
おきましても、他の町村におくれをとるわけにはまいりませんので、住宅分譲について、
少しでも早い段階で情報を提供して募集をする必要があると考えております。
　次に、その中で分譲の条件というので、総合戦略の中で基本的に土地代は無料と、それ
から建築する建物に対して助成をする考えもあるということでありますので、どのような
制度というか、中身について伺いたいと思います。この件に関しては、関心のある方から
いろいろと質問を受けておりますので、詳しく説明をしていただきたいと思います。以上
でございます。
○議長（村上　正広君）執行部の答弁を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）荒木博議員の御質問にお答えいたします。
　中心地域の整備について、まず大田原地区の住宅ゾーンの整備時期でありますけども、
さまざまな住宅の中で、さまざまな部分を整備しないといけないというふうに思っており
ますけども、平成２８年度にまず考えておりますのは、民間資本によります世帯向け賃貸
住宅の整備を促進したいというふうに思っております。きのうの中でちょっと中心地の中
の委員会の中で説明不足があったということで訂正のほうさせていただきましたけども、
また議会と相談しながら、その辺は進めさせていただきたいと思っておりますけども、や
はり今、特に世帯向けの住宅というものの不足が言われております。具体的には、病院で
も大体３棟ぐらい欲しい、３世帯分ぐらい欲しい、それから福祉会でも２世帯ぐらい欲し
いというふうな、既にニーズが出てきております。なかなかそういうふうなものの、今、
空き家というふうなものはあるのかもしれませんけども、特に便利のいいところにそうい
うふうなものがあれば、より人も集めやすいというふうなこともあるというふうに聞いて
おりますので、それを協議を行いながら、２８年度の中の補正予算にでも対応させていた
だきたいというふうに思っております。
　それから、サービスつき高齢者住宅と子育て世帯住宅の運営についてでありますけど
も、サービスつき高齢者住宅につきましても、やはり同じように民間資本による建設、運
営を視野に入れた検討を進めていきたいというふうに思っております。今、福祉会の状況
の中で、福祉会で建てるということはなかなかできないというふうに思っておりますの
で、民間資本による建設、運営というふうなこと、それを早くて着手は平成２９年度以降
というふうに考えております。
　子育て世帯向けの賃貸住宅のほうは、先ほどの答弁のとおり、大田原地域内に整備する
予定で、具体的には江府消防署の生山出張所の横や、旧牛市場に整備された単身者向け住
宅と同様に、民間資本による整備形態を考えております。したがいまして、事業主体に対
して土地を貸し出し、建物の整備の利子補給を助成をしたいというふうに、できる限り民
間主導でというふうに考えております。以前にも申し上げましたように、今のところ町で
の主体的な住宅運営というふうなことについては考えていないところであります。
　続いて、生山駅付近の住宅分譲地の募集の開始時期でありますけども、おっしゃるとお
り、やはり早く募集をしないといけないというふうに思っております。完成をして、区画
が整理をできてから募集をするということではなくて、ある程度、いわゆる区画の図面が
できた段階、そして区画の、例えば標柱が打たれた時点ぐらいでは、やはり募集をかけて
いかないと、なかなか建てられるほうも資金計画等の問題もあるというふうに思っており
ますので、そのような募集をしたいと思っております。そして、造成については、年内に
完成なり、もう少し早めて完成をして、冬期間の建築工事にならないような形を図ってい
きたいというふうに思っております。
　また、分譲地の建物に対する助成でありますけども、先ほど言われましたように、どう
いう形になるかわかりませんけども、例えば最終的には１０年住まれたら、土地代が実質
的には無償になるとか、そういうふうなやはり制度というふうなものを考えていきたいと
いうふうに思っております。土地代については、例えば贈与税等との問題があるというふ
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うに思っておりますけど、一旦入っていただいて、それを定期にしておいて、１０年後に
はそれを定住奨励金としてお支払いするというふうなことも想定できるかなというふうに
思っております。
　また、どういう形で住まわれるか、どういう世帯が住まわれるかということによっても
当然違ってくるというふうに思っております。やはり人口がたくさんふえるためには、た
くさん住んでいただく必要があるわけでありますので、例えば日南町の住んでる方がそこ
に出た場合と、例えば町外に住んでる方がそこに入られる場合では人口のプラス・マイナ
スというのは全く異なってくるわけですので、その辺についてはいろいろな考え方がある
というふうに思いますが、やはり例えば町外から来られる方に対しては、ある程度優遇的
な補助金かさ上げというふうなこと考えてもいいと思っております。また、御夫婦で来ら
れたり、例えば子育て中でお子さんもついてこられたりすると、より人口がふえますの
で、そういう世帯については加算金をつけるとかというふうなことをしたいというふうに
思っております。
　これについても、なかなか多分、日南町役場に来て具体的に相談をするというのはなか
なか難しい部分もありますが、気恥ずかしい部分といいますか、一応話は聞いてみるけど
も、こんな人が来たとか、あんな人が来たみたいな話が出るのは非常に心苦しい部分もあ
るのかなと私は思っておりまして、いわゆる例えばインターネット、そういう世帯ですと
やっぱり若い世代でありますので、インターネットで、自分はこういう家族構成で、こう
いう場合だと、日南町にこの土地を買って住めばどれだけの補助金が出て、どれだけで大
体支援があるのかというふうなことが出てくれば、例えば仮に１０年間住めば土地代が無
料になるとして、１，２００万の家を建てたとして、６００万で済むとか、そういうふう
なことがあれば、また具体的なその話が進みやすいというふうに思っておりますので、そ
のようなことも含めた、やはり定住策というふうなものを考えていきたいというふうに思
っております。この辺につきましても、他町の情勢等も見ながら、そして、町内の中での
また均衡というふうなことも含めながら考えていきませんと、やはり当然Ｕターンされる
方もあるというふうに思っておりますので、その方々とＩターンでは全く制度が違うとい
うふうなことでも不均衡だというふうに思いますので、その辺を含めながら十分検討し
て、議会とも相談をしながら進めてまいりたいというふうに思っとるところであります。
以上であります。
○議長（村上　正広君）再質問がありますか。
　９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）まず最初に、サ高住についてもう一度相談いたします。サ
ービスつき高齢者住宅と申しますけど、いろんなサービスが当然あるわけです。介護サー
ビスもあるでしょうし、それから単なる住宅の買い物とか、それから洗濯、炊事、部屋の
掃除とか、そういうものを含めて、大体には一体どのようなサービスつきの高齢者住宅と
いうのを考えておられるのかというのをまず伺います。
　もう一つは、高齢者住まい法というのが改正になりまして、国交省のほうから昨年の８
月ぐらいに指導ないし通達が、多分指針が出ておりました。要するに都会の施設が足らな
いので、田舎につくって、そのときに民間業者が主ですけど、助成金の率を上げようと。
それから、一緒に子育ての住宅もつくろうというような通達が出ていたと思います。それ
に沿ったものであるかどうかというのもあわせて伺います。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）荒木議員の御質問にお答えしたいと思いますけれども、サ高住
の中に一つの、どういいましょうか、プラスアルファの業の内容という話が１点あったと
いうふうに思っておりますけども、基本的にはサ高住っていうのはサービスつきの高齢者
賃貸住宅ということでありますので、サービスつきっていうのは、基本的にそこの住宅に
管理者が１人常駐するっていうのが基本的な考え方でありまして、施設面積当たりの規定
というところももちろんありますけども、基本的にはそれをベースにしながら、あと買い
物だとか介護サービスっていうところにつきましては、介護サービス、現在の介護保険法
上の介護サービスっていうのは当然受けれる施設という形で対応していきたいというふう
に思っておりますし、あと買い物というのは、介護保険上のサービスにつながる内容につ
いては当然そうだと思いますけども、そうでない場合については、独自の施策っていう話
になりますので、それにつきましては、また今後の施策の中で考えていきたいっていうふ
うに思っておりますし、また入居される方の状態っていいましょうか、身体的な状態も含
めて検討していきたいなというふうに思っております。
　２点目の住まい法の改正に伴うもののお話ですけれども、御承知のとおり、民間あたり
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が主体で建設されておりまして、情報によりますと、米子市あたりはかなり過剰な状態だ
というふうには今お聞きしているところでありますが、子育てとのつながりっていうとこ
ろはあるというふうに思っておりますが、現時点ではそこまでは検討はしていないという
ことでありますけれども、今後の進展の中で必要かどうかの判断はしていきたいというふ
うに思っております。
　ＣＣＲＣの話は当然ありますけれども、現時点の中では考えてはいないというふうに思
っておりますが、一番今問題にしてるのは、やっぱり戸数当たりをどうするかということ
も今後とも中心に基軸にしながら、入居できる形というのはどこにラインがあるかという
ことも含めて検討していきたいというふうに思っておりますし、また、議会の皆さんにも
御意見をいただきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）一番聞きたかったのは、その施設が都会から人口をふやす
ためにどんどん、の受け皿にするのか、それとも地元の人を対象にした事業の展開をして
いくのかという、まずそれが１点と、もう一つ、デイサービスという、前のいただいた資
料の中にデイサービスの部分がありました。デイサービスということになりますと、今の
かすみ荘と重複するわけですよね、施設。そうするとまた職員の数も当然必要になります
し、その辺のことは一体、じゃあ、こっちに新しいデイサービスをつくれば、かすみ荘は
どうなるのかとか、そういうのもあり、両方運営していくのかということに対して、今の
段階で結構ですから、どういうふうにお考えでしょうか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）いわゆるサ高住については、正直なところ、米子市さんや南部町
さんが進められてるようなＣＣＲＣという、都会から余剰の高齢者、余剰っていうのは失
礼ですけども、都会のほうでなかなか高齢者施設に入れない方々が非常におられる、団塊
の人たちがこれからどんどんふえられて、そういう方々を田舎のほうの施設に呼んで人口
をふやそうというふうなものでは考えておりません。ただ、きのうの質問の中でも申しま
したように、日南町出身で、例えば日南町に帰って、ふるさとで暮らしたいというふうな
方々については率先をして呼び込むということも一つの手だろうというふうに思っており
ます。また、町民の方でも、本来的には私ども、地元の自分のおうちで住んでいただきた
いという気持ちを持っておりますので、それを強制するというふうなことはいたしません
けども、町民の方の中でもそういうところに入りたいという方がおられれば、それは決し
て拒むものではないというふうに思っております。ただ、それについては、先ほど副町長
が申しますように、戸数等についてはよく考えていかないと、いわゆる過剰の施設という
ことになってしまうというふうに思っております。
　それと、いわゆるデイサービスとは全く違いまして、デイサービスというのは家庭内介
護をされてる方々が何かの所用で、例えばきょうだけは二、三日、例えば自分たちは少し
ちょっと休みたいとか、何かの家族の用があるので預かってほしいというものであります
ので、このサ高住というのはどちらかというと、ある程度の生活ができて、若干のヘルパ
ーさんなんかのお手伝いは要るのかもしれないけども、ほぼ大体自宅と同じような形での
生活ができる、場合によっては、民間によっては給食を出すというふうな施設もございま
すけども、そういうふうなものだというふうに思っております。ちなみに民間等でいいま
すと、これはよくある民間のサ高住に進出してる企業というのは、例えば紙おむつメーカ
ーあたりが非常に民間としては進出をしております。いわゆる全て紙おむつから給食から
トイレットペーパーからシーツから、そういうふうなものを一切合財そのメーカーが供給
することによってある程度利益を得て、またいこうというふうな考え方で、例えば建設費
あたりを負担をするというふうなところが出てますので、その辺はよく考えませんと、せ
っかくつくったけれども、非常に高くて入れないというふうなことであっても私は困ると
いうふうに思っておりますので、これについては先ほど申しますように、２９年度以降
に、やはり日南町の今の福祉施設の状況等も見ながら、勘案しながら考えていく必要があ
るというふうに、特にサ高住については思ってるところであります。以上です。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）基本的に民間の運営ということでありますので、そうする
と一番気になるのは、実際に利用される方の家賃とか費用ですよね。今、例えばなごみの
里なんかですと、家賃が２人で１万９，０００円程度とかいうことじゃないかと思いま
す。１万３，０００円とかそういう資料いただいておりますが、日南町の方は、結構高齢
の方、所得の低い方がかなり大半であるわけですから、年金生活であって。実際に民間と
いうことなら、入るときの費用というのはどういう状態になるというのを考えておられる
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か伺います。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）ですから、先ほど申しましたように、民間の場合ですと当然営利
というふうなことを計算されておりますので、いわゆる今、日南町がやっている福祉施設
とは大体違ってくる、ほぼグループホーム的な考え方での、グループホームですと日南町
ですと１０万５，０００円ぐらいだったと思いますけども、やはりサービスの程度による
わけですけども、給食も出すのか、お昼も出すのか、３食全部するのかというのは話は別
としても、仮に３食とした場合には、やはり１０数万円の入居料がかかるということにな
りますので、ですから私ども、その辺はやはりよく考えてやらないと、つくったけど入る
人がいないとか、そして、言葉は悪いですけども、一番必要な方が入れないというふうな
ことでは困るというふうに思ってますので、その辺を十分考えた上で着手をしたいという
ことで考えておりますので、まだ完全にこれをやるというふうな話ではなくて、いろんな
ものを、いろんな知恵を入れながら、いろんな企業とかいろんな民間の、他の例も見なが
ら考えていく。それから、先ほど申しましたように、このサ高住になると都市のほうでは
２０万とか３０万とかという金額になるわけです。そういう方々が、例えば日南町出身の
方で、日南町だったら１０数万で入れるから、じゃあ帰って、ふるさとで昔の友達と一緒
に暮らしたいなというふうな方が仮にふえてくれば、やはりそれは考えてもいい施設だと
いうふうには思っております。ただ、先ほども、繰り返して申しますけども、言葉として
大変失礼ですけども、縁もゆかりもない方がどんどんどんどん日南町に来られて、将来的
には介護保険や国民保険なんかの負担が町民の方々にふえてくるということになりかねな
いというふうに私は思っておりますので、その辺は十分に精査をして考えていかないとい
けない施設だというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）それでは、もう１点だけサ高住について伺います。当初、
前回いただいた資料の中に、再生可能エネルギーの項目がありました。太陽光発電と、そ
れから木質バイオマスの施設というような書き方でありましたけど、これについて少し伺
います。例えば太陽光発電であれば、当然屋根の電気で自家用でもできるわけですが、仮
に木質バイオマスということになりますと、多分、例えば給湯であるとか冷暖房に使うわ
けだと思いますけども、実際にそれに使うとすれば、チップないし、ペレットないし、か
なりの量を確保しなければいけないわけです。その辺については何か計画しておられます
か。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）太陽光発電については、実は相当厳しくなってるというのは御存
じだというふうに思っております。単に太陽光発電をして、それを自分たちの電気用で使
うという話をすると、ほぼそんなに、今、大規模な施設については１０数円という民間の
方よりも安い電気料になっておりますので、ですから、余りメリットがなくなってくると
いうふうに思っております。ただ、それともう一つ、大規模につくって売電をするという
ことにつきましても、中国電力という中の送電線の問題で非常に難しいというふうに聞い
ております。
　あともう一つ、今の木質バイオマスという話をしますと、チップかペレットというふう
なことにしないと、やはり木をたくということになりますと、今度逆に煙害とか、におい
とかという問題が出ますので、何らかの加工をしたというふうな形になるかというふうに
思っております。温水をつくる場合には簡単だというふうに思いますけども、一番必要な
ことは、やはり冷暖房という話の部分になるわけでありますと、そうすると今度は熱を使
ったコージェネレーションというふうな形で、熱から冷房とか暖房への変換というふうな
話になってきたときに、それが果たして、その部分を日南町が担って、例えば高い値段で
買っていただけるかというと、実際はそうではなくて、やはり民間として考えたときに
は、そういう再生エネルギーを買うよりも、やはり中国電力から買ったほうが安いという
話になりますので、なかなかそうはいかないというふうには思っております。
　具体的に言いますと、なかなか今のエネルギーを、今の状況の中であの部分でつくっ
て、その部分によって、私が想定してたのは、その分だけ家賃が安くならないかなという
ふうなことも考えたわけでありますけども、今の中国電力と相談を、先般も中国電力の本
社に行って相談をしたわけでありますけども、現状の日南町の送電線網では、今のとこ
ろ、そういう発電のものは、発電なりは難しいと。ただ、言われておりましたのは、３年
後ぐらいにはある程度そういうふうなものの余剰が出てくる可能性があると。今、御承知
のとおり、米子市や淀江のほうで大きな発電所ができておりますので、それらによって
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は、場合によっては３年後ぐらいにはそういうことも可能かというふうな話は聞いており
ますので、その辺も含めた中で検討していく必要があるというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）ということは、まだはっきり決まってないと、まだ計画、
前のコンサルのときに上げてあっただけで、木質バイオマスのほうを積極的に進めていこ
うということではないわけですよね。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）木質バイオマス自体はある程度進めれる方向というもの考えてお
ります。それはどちらかというと、サ高住だけではなくて、全体的な日南町の林業振興と
いうふうなことを考えたり、例えば日南町全体の中で木質チップのストーブの普及である
とか、そして御承知のとおり、今、鳥取県でも日新、それから島根県でもナカバヤシとい
うふうなところがどんどんどんどん木質バイオの発電所をつくっておられて、今、丸和さ
んあたりの木質チップは飛ぶように売れてるというふうな状況がありますので、そういう
ふうなことを考えると、木質チップの製造というのは、仮にどっかの企業とタイアップを
して日南町に誘致をするということはあり得るというふうに思っておりまして、きのうも
ちょっと山本議員の中の質問にたしか答えたというふうに思っておりますけども、そうい
うふうな情報がある程度めどが立てば、また議会のほうとも相談をしたいというふうに思
っております。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）では、続いて、子育て世帯の住宅について、今、実際に現
に町有地で、それから利子補給を受けて、住宅が建っております。同じような形態でやら
れるということだと思いますが、土地の賃料というのは大体どのくらい予定されてます
か。無償ですか。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）現在の段階で考えてるのは、無償でいきたいというふうに思っ
ております。ですから、今後、民間との話し合いっていう話になりますので、その中での
行政が支援の中の一つとして検討していきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）今までの状態で助成というのは、利子の補給、利子の助成
というのがありましたが、この住宅に対して、かなり大きなものでありますので、金額で
いうと１億近い建物になるような気がします。建築自体に対しての、例えば町からの助成
というのは考えておられますか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）現在のところはそういう想定はしておりません。仮にどうしても
金融機関等とも相談をしながら、できないというふうなことができたり、例えばどうして
も必要だというふうなことがあれば、またあるのかもしれませんけど、これまでのところ
の考え方というのは、いわゆる土地は無償にして建てていただいて、その分家賃を安くし
ていただかないと、やはり日南町で仮にいうと、単身者でいうと例えば４万円というふう
なものと、例えば米子でも４万円で借りれますよという話をしたときには、やはり米子の
ほうに住まれるというふうな方も多いわけですので、その分だけ土地代を無償にすること
によって、少しでも安く日南町に住んでいただくということで無償にしてるわけでありま
す。それと、やはり金利が安くなってまいりましたけども、ある程度他の政策としての考
え方として、利子助成というふうなものの２本でやっておりますので、とりあえず今のと
ころの考えとしては、これまでと同じような方式で支援をしていきたいというふうに思う
とこであります。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）わかりました。
　それでは、例えば民間でやりますので、募集は一体どういうふうにされるのかというの
を伺います。例えばまず最初に町内の業者を優先して募集して、なければ町外もとかいう
ような、何かあれば。もう全然枠はなしに、とにかく近隣の業者であれば誰でも参入でき
るというようなことでしょうか。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）いわゆる募集の方法、あるいは内容っていうところだというふ
うに思いますが、基本的には町内業者も建築する力を持ってるところは何件かあります。
ただ、本事業は不動産業でっていうふうに思っておりますので、場合によっては町内の皆
さん同士の連携ということもあるのかもしれませんが、その辺は中身は、ただ、やはりこ
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ちらの町としての条件提示っていうところがやっぱりあるというふうに思っておりますの
で、その辺の中身をまず整理しながら、立ち上げに同意ができる形はどの辺なのかという
ことはまず整理していきたいなというふうに思っております。その中で町内を優先するの
か、鳥取県西部に広げるのかというところは、その段階でまた考えていきたいなというふ
うに思っておりますが、できるだけ町内の皆さんにという基本的なところは思っておりま
すので、報告したいと思います。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）とりあえず、ざっと大体わかってきましたので、続いて、
分譲住宅のほう、生山の土地の件ですが、そちらのほうの質問をさせてください。
　まず、まだこの前のときに、土地の一部購入が残ってるという説明がございました。あ
れは何課だったっけな。それで、実際に今どういう状態、多分入り口の部分だと思いま
す。今どういう状態で、実際に、じゃあ、あそこは話がうまくいかないとか、うまくいき
そうであるとか、造成に間に合わないよではちょっと問題がありますので、それについて
少し詳しく教えてください。
○議長（村上　正広君）高見総務課長。
○総務課長（高見　正司君）基本的に購入のほうは全て終わっておりますが、一部民地が
ありまして、そちらとの土地の入れかえ、交換というところも視野に入れながら、今交渉
しているところで、可能性としては十分あるということ認識しております。以上です。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）可能性があるということですが、道路からの一番入り口に
当たると思いますので、早い対応をしていただきたいというふうに思います。
　今、助成を受ける人の条件とか年齢とか家族構成というのがありましたですね。そうい
うことを考えた上で、例えば町内の人が、町の、おまえ、あそこへ建てろというたとき
に、じゃあ５０万円で、町外から来た人には１００万円というようなニュアンスにとれま
したが、そういう感じでよろしいですか。いや、要するに、町外の方よりも減額で補助を
すると。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）逆であります。いわゆる、今、やはり地方創生の一丁目一番地と
いうのは人口増ということでありますので、日南町の中の方がそこに、例えば私が仮に、
多里からそっちに家を建てたとしても、私の家族が誰か余分にたくさん住んで、誰か子
供、息子やなんかが帰ってきて、やはりたくさん同居するという話であれば、それは人が
ふえるわけでいいわけですけども、Ａという町の中の家が場所が変わっただけでは全く人
口はふえない。逆に、私どもが考えてるコンパクトビレッジとは相反して、中心地に本当
にどんどんどんどん人が住んで、周辺部には人が住まなくなるわけですね。別にそれをい
けないとは言いません。例えば、だったら米子に出るよと言われたときには、それはそれ
でとまるのであれば、それはそれでもいいというふうに思いますし、子育てで、例えば子
供が高校に通うので、家も少し傷んできたので、こちらを壊して生山に住んで、生山から
高校に通わせるからという話もあるのかもしれません。ただ、根本的に考えるとすれば、
町外から来る人のほうが有利なような制度にしないと、やはりいけないのではないかとい
うことであります。
　それと、やはり、とはいいながら、先ほど言いますように、ＩターンとＵターンとある
場合にその辺をどうするのかとか、例えば細かいとこでいうと、住民票はあるけども、実
際は都会、違うとこに住んでたと、そういう方が例えば帰ってきて家建てるときに、住民
票からいうと人はふえないんだけどもとかみたいな、そういう細かなところが出てきます
ので、もうちょっと精査をして細かいところをやっていかないと、いろんなケースが出て
くるだろうというふうなことで、今ちょっと今回の予算には間に合わなかったというの
は、そういうふうな細かいさまざまなケースが出てきますので、それらについてある程度
整理をして、ちゃんとして相談ができて、Ａさんと相談をしたらいいよと言われた、Ｂさ
んと相談をしたらちょっと違うことを言われたということではやっぱり困るわけですの
で、その辺のものをちょっと整理をしてから、この分譲とあわせて一緒に条件を出してい
きたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）まだはっきり決まってないということに理解します。
　では、もう一つ、町有地、まだ生山にも、前、聞きましたが何カ所かございます。です
から、この際一緒に販売というか、分譲されたらどうでしょうか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
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○町長（増原　　聡君）当然町有地も幾つかあります。それは希望があればいつでも、こ
れまでも何回かこういう町有地がありますのでということで、町報に出して募集したこと
もあります。それから具体的には、生山の地内でもあいたところがあるので、町で買っ
て、今やってるようなことをやってくれないかという申し出もあっております。ただ、や
はり考えていかないといけないのは、何にしても我々がやってることは税金というふうな
ものを使ってやってるわけですので、効果的にやっていかないといけないし、先ほど前向
きなことは失敗してもいいというふうにおっしゃられましたけども、絶対は失敗、少ない
ほうがいいわけでありますので、やはり今回のものをやりながら、またそれが埋まればま
た次のところ、また次のところというふうに、段階的にやるというふうなことのほうがい
いというふうには思っております。ばらばらばらばらと出すのは、ちょっと、さあ、どう
なのかというふうに思っておりますので、とりあえず今のところ、生山地内の旧ＪＡのと
ころの部分で、６区画か７区画だったというふうに思っておりますけども、そこを何とか
いっぱいにするようにして、生山を含めた中心地の活性化を図っていきたいというふうに
思うところであります。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）今、ただいま町長のほうから、税金を使っておるというお
話がございました。当然大事な税金でありますので、他の市町村でも、例えば分譲すると
きに、補助金を出すときに業者の指定があったりとかいうのがございます。というわけ
で、私が希望したのは、税金を使っている以上、地元の業者に限るというのをおっしゃっ
ていただきたいです。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）実際、これまで日南町でつくった住宅については、地元の業者が
全部施工されております。できる限り、私どもとしても町内にお金が落ちるという循環の
流れをつくらないと、外部から来た業者の方が、外部のほうの業者を使われて全部建てら
れて、家賃まで持って逃げられるというふうなことではやはりいけないというふうに思っ
ておりますので、まず最初にはやっぱり町内の方々に、今、地方創生の中の考え方の一つ
としては、金融機関というふうなものとよく連携をしてというふうなものがあっておりま
す。誰でもいいということではなくて、やはり金融機関とも相談をしながら、ある程度資
金力とか、将来性というふうなことも含めながら、町内の方々に声をかけながら、できる
だけ町内の業者を使っていただいたり、町内の木を使っていただく、そして住まれる方の
ものについても、町内産の木を使っていただいた住宅を建てていただけるような誘導なり
はしていければなというふうに思うところであります。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）私としては、限るというお答えをいただきたかったんです
が、例えば今、霞ニュータウン、１９軒ございますけど、大体地元の業者と外部のハウス
メーカーといったら、大体３分の１がハウスメーカーで建てておられます。それはなぜか
いうと、やっぱり若い人というのは、ハウスメーカーの住宅のほうが要するに情報が得や
すいとかいろいろなことがあると思いますけども、改めてですけど、助成金を出す、誰が
建てられてもいいですよ、助成金を出すなら地元の業者に限ると。ですけど、住宅改修で
はそうされとるわけですからね。町内の業者じゃないと補助金は出ないと。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）建てる方はやはり大分のお金をかけて建てられるわけなんですの
で、そこまで縛りはできないと思っております。ただ、やはり町内の業者を使われる方に
は、例えば余分な、余分とはおかしいですが、少しかさ上げをするとか、そういうふうな
ことはやはり考えていくべきだというふうに思っておりますので、町産材を使うとか、町
内の建築業者さんを使っていただけるとか、そういう方々については、やはり若干のプラ
スアルファというふうなことは考えていく必要があるというふうに思っております。た
だ、町外の業者しか使わないという話をされると、多分いろいろ、自分の、例えば息子さ
んがハウスメーカーに勤めてるとか、親戚が勤めてるのにというふうな方々までそこでオ
ミットしてしまうのは、せっかくの機会がもったいないわけでありますので、そこだけは
ある程度フリーハンドというふうな形で、町内の方については、町内の利用を促進する意
味での加算金というふうなものはあってしかるべきではないかというふうに考えておりま
す。
○議長（村上　正広君）９番、荒木博議員。
○議員（９番　荒木　　博君）ありがとうございます。ほかの町村でも大体、町内業者で
例えば１００万円だったら、ほかの業者ということになれば５０万円というようなことで
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あると思います。
　最後に、一番最初のときに町長の説明の中で、１０年たったらお返ししますよという、
その１０年というのはもう信じてよろしいのでしょうか。僕は最初２０年ぐらいかなと思
っとったら、町長１０年と言われますので、いろいろ、例えば聞かれることもありますの
で、やはりその辺は、１０年たったら無料ですよというのをはっきりしてないとなかなか
説明もしにくいですが。最後の質問です。よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）１０年と言いましたんで、約束しろと言われると難しいんですけ
ども、過疎の部分でいうと、今回過疎を考えておりますので、最高でも１２年だというふ
うに思っておりますので、長くて１２年を住んでいただければ、無償での、どういう形に
なるかわかりませんけども、最終的には元金で払ったものが、一つの例を言いますと、例
えばおぎゃあと生まれた赤ちゃんが一緒に引っ越されて、１２年たつと、例えば中学校に
入ったり高校に入ったりするときに、そのときにそのお金がすっと入ってくると、ああ、
よかったなと、日南町に住んでよかったなと、学資の足しになったというふうな制度にな
ればいいなというふうに思っておりますので、大体１０年から１２年というふうなところ
では考えてみたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）いいですか。
　関連質問がありますか。
　４番、古都勝人議員。
○議員（４番　古都　勝人君）荒木議員の一般質問について、私もちょっと確認したいこ
とがありましたが、生山駅周辺ということで農協の倉庫跡地、法務局跡地等の整備、整
地、記憶ではあの前側、川側に使われてない町道があったと認識しとるんですけども、今
回、それも含めた造成をされるかどうか、その１点お聞きしたいと思います。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）川沿いというとこですね。あれは川沿いの町道ではたしかなかっ
たというふうに思っておりますけども、町外の方の所有地が１段低く、ずっと棒状になっ
ております。そこについては整備はいたしません。ただ、危ないということがありますの
で、何らかの、手前に、川側ではなくて、１段下がったところの、上がったところの、
今、栗の選果場が建っておったと思うんですけども、その部分には何らかの防護柵という
ふうなものは整備しないといけないというふうに思っておりますので、その部分の、先ほ
ど今言われる川沿いの１段低くなった部分については整備をいたさないつもりでおりま
す。
○議長（村上　正広君）以上で荒木博議員の一番質問を終わります。
　以上で一般質問を終わります。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（村上　正広君）本日の議事日程は全て終了いたしました。
　お諮りいたします。本日はこれをもって会議を閉じ、散会といたしたいと思いますが、
これに御異議ございませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉
じ、散会とすることに決定をいたしました。
　３月の２３日の本会議は別に通知をいたしませんので、定刻までに御参集いただきます
ようお願いをいたします。長時間お疲れさまでございました。
　　　　　　　　　　　　　午前１１時０２分散会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ページ(18)


